
キャッチオール規制（１６項）輸出手続フロー図

 16項中欄:
ＹＥＳ 関税定率法別表第２５類から第４０類まで、

第５４類から第５９類まで、第６３類、第６８類
から第９３類まで又は第９５類に該当する貨物

ＹＥＳ  別表第４の２の国：
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､
ｶﾅﾀﾞ､ﾁｪｺ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､
ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､
ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ｽﾍﾟｲﾝ､
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ｽｲｽ､ｲｷﾞﾘｽ､ｱﾒﾘｶ合衆国、韓国

　核兵器等:
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布
　のための装置
・300㎞以上運搬することができるロケット
・300㎞以上運搬することができる無人航空機
※部分品も含む

開発等:
開発、製造、使用若しくは貯蔵

 別表に掲げる行為:
・核燃料物質若しくは核原料物質の

確定 　開発等
・核融合に関する研究
・原子炉（発電用軽水炉を除く）又はその部分品
　若しくは附属装置の開発等

ＹＥＳ 　　　　ＮＯ ・重水の製造
・核燃料物質の加工
・核燃料物質の再処理
・以下の行為であって、軍若しくは国防
　に関する事務をつかさどる行政機関が
　行うもの、又はこれらの者から委託を
　受けて行うことが明らかなもの
  ａ　化学物質の開発若しくは製造
　ｂ　微生物若しくは毒素の開発等
　ｃ　ロケット若しくは無人航空機の開発等
　ｄ　宇宙に関する研究
※ａ及びｄについては告示で定めるものを除く

（注１）契約書若しくは輸出者が入手した文書等に記載されている又は輸入者等から連絡を受けた場合に対象となる。
（注２）契約書、その輸出に際し輸出者が入手した文書等若しくはその輸出に際して輸出者が内容を確認した文書等に記載されている又は輸入者等
から連絡を受けた場合に対象となる。

（注３）経済産業省作成の「おそれ省令・おそれ告示第２号、３号に掲げる行為以外に用いられることが明らかなときを輸出者が判断するガイド
ライン」により、用途、取引の条件・態様から判断する。

【１～１５項該当品の取引について】
キャッチオール規制の許可申請要件である客観要件に該当する場合やインフォーム（通知）を受けた場合は、少額特例や暗号特例による
許可例外や一般包括許可が適用されず、個別許可申請が必要となる。

※　上記のインフォーム要件、客観要件に該当しない場合でも核兵器の開発等及び別表に掲げる行為に用いられることとなることを輸出者が
　知った場合には、経済産業大臣に報告されたい。
※　上記のフローは、輸出貿易管理令別表第１の１６の項に係るものであり、同表１～１５の項の許可に係る手続き、輸出貿易管理令別表第２の
　承認に係る手続きは対象外です。

引合い

   用途

〔 用　途　確　認 〕

ＹＥＳ

ＮＯ

①核兵器等の開発等
　　　又は
②別表に掲げる行為
　
  に用いられるか（注１）

許可申請不要許可申請

①核兵器等の開発
 　等を行う（行った）
　　　又は       （注２）

〔 需 要 者 確 認 〕

核兵器等の開発等及
び別表に掲げる行為
以外に用いられること
が明らか（注３）

ＮＯ

ＹＥＳ

　②外国ユーザーリスト
に該当

ＨＳコードが１６項の中欄に掲げる
ものに該当しないことが明らか

  需 要 者

経済産業省からイン
フォームを受けたか

ＹＥＳ

【インフォーム要件】 【  客  観  要  件 】

仕向国は輸出令別
表第４の２の国か

ＮＯ

 ＮＯ

未確定

　上記のフローは、一つの事例を示したものであり、手続等の手順は各企業に委ねられるものであ


